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1  バリアフリー新法に基づく基準等 

 
 

 
 

 

 

 

1.57ショックに端を発する少子化対策においては、200

2年の「少子化対策プラスワン」（厚生労働省）で「子育てを

支援する生活環境の整備『子育てバリアフリー』の概念が明

示された。2010年に閣議決定された「子ども・子育てビジ

ョン」においても『子育てバリアフリーの推進』が主要施策

として位置づけられている。子どもが安全に安心して暮らす

ことのできる生活環境整備の中でも衣食住に次ぐ重要性を有

する移動や施設利用について、妊産婦・乳幼児連れを対象と

した外出環境の整備、いわゆる「子育てバリアフリー」が求

められている。 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（以下、「バリアフリー新法」と略す）」においては、妊産婦

は対象とされているが、ベビーカーを利用する乳幼児連れは

直接の対象として位置づけられていない。これまでの車いす

使用者等の身体障害者の移動等円滑化に資するバリアフリー

環境の整備の結果、ベビーカーで外出する子育て中の親等、

妊産婦や乳幼児連れの外出環境は改善されてきたと言える

が、子育てバリアフリーに対するニーズは、車いす使用者等

に対するバリアフリーのニーズと同一ではない。 

妊産婦や乳幼児連れの期間が一過性であること、少子化に

より子育ての経験を持たない人の割合が増加していること等

により、子育て期とりわけ妊産婦や乳幼児連れの外出行動に

関する実態把握や支援策に対するこれまでの取り組みは必ず

しも十分といえない可能性がある。 

本研究では、授乳やおむつ替えといったケアが必要な乳幼

児連れの外出時に必要不可欠な施設（トイレや授乳室）に着

目し、施設管理者向けに実施したアンケート及び乳幼児連れ

ニーズに対するヒアリングの調査結果等をもとに、整備の状

況及び課題を整理し、今後の施設整備のポイントについて考

察を行う。 

 

 

バリアフリー新法の移動等円滑化基準やこれに基づく各種

施設整備ガイドラインにおける、乳幼児連れの移動・外出等

に資する施設整備の記載事項について以下に整理する。 

・バリアフリー新法では乳幼児連れが対象となっていないた

め、乳幼児連れを対象とした特段の基準は設けられていな

い。 

・バリアフリー新法に基づく各種施設整備ガイドラインで

は、妊産婦や乳幼児連れに対する配慮について触れられて

いる（表－１）。 

・授乳室に関して、旅客施設のガイドラインでは「休憩等の

ための設備」として授乳室の設置について、建築物の建築

設計標準では「造作・機器／乳幼児等設備」として授乳の

ためのスペースについて記載があるが、その他のガイドラ

インでは記載がない。 

 
表-1 各種施設整備ガイドラインにおける乳幼児連れの 

外出に資する施設整備に係る記載事項等 
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1  アンケート調査の概要 

(1) 地方公共団体の「福祉のまちづくり条例」に記載されて

いる乳幼児連れの外出時に資する設備として、トイレでの乳

児用いす（いわゆるベビーキープ）、おむつ替え台、授乳室

の設置に関するものがある。 

東京都及び大阪府では、バリアフリー新法第14条第３項

に基づく委任条例において、表－２に示すようにある面積以

上の｢特別特定建築物」に対して、授乳室の設置等を義務付

けている。 
表-2 東京都と大阪府の設置基準 
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(2) 東京都福祉保健局では、不特定多数の者が利用可能な施

設（保育所、児童館等）に、乳幼児連れが授乳やおむつ替え

等のために気軽に立ち寄れる場所・設備の設置を促進・普及

することを目的とした「赤ちゃん・ふらっと事業」を実施し

ている。パーティションで仕切った授乳室、おむつ替えがで

きる設備がある等、設置要件に適合した施設に適合証の授

与、認定マークの掲示を認めている（平成22年11月16日

現在で736件の届出）。また、これに類する「赤ちゃんの

駅」の取り組みが全国的に広がりつつある。 

 

 

 

授乳室の整備状況を中心に、トイレ、遊び場、サービスの

提供等、外出時の子育て支援に関する取り組み状況について

把握するため、施設管理者に対するアンケート調査を実施し

た。アンケート調査の概要を表－３に示す。 

表-3 アンケート調査の概要�
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アンケート調査の結果を概括すると、以下のように整理で

きる。 

 

2 地方公共団体の取り組み 

2 整備状況の結果 

施設管理者向けアンケート 
による整備状況の把握 
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1  月齢等に応じた特徴と移動や施設利用時に関するニーズの整理

(1) 授乳室の整備状況 

・利用者が長時間滞在する空港や商業施設等では、男性が立

入れないよう仕切られた授乳スペース、おむつ替えや食事

用のスペース等、様々な機能を備えた広めの授乳室が設置

されていた。 

・駅舎やＳＡ（サービスエリア）・ＰＡ（パーキングエリ

ア）、官公庁、文化施設、動物園・水族館では、いす、ベ

ッド、給湯設備がコンパクトに配置された授乳室が多く設

置されていた。 

・商業施設の授乳室が備える設備は最も充実しており、他の

施設では見られない乳児用の体重計や自動販売機が設置さ

れているものもあった。 

・おむつ替え台と授乳用のいすは最小限の設備として、どの

施設にも設置されていた。 

(2) トイレの整備状況 

・乳幼児用いすやおむつ替え台は、男性トイレよりも女性ト

イレへの設置が多く、乳幼児用いすは便房内、おむつ替え

台はトイレ内に設置される傾向にある。 

・男児用小便器や幼児用洗面台の設置は、ＳＡ・ＰＡが他の

施設に比べ高い傾向にある。 

 

 

施設管理者からの自由回答をもとに、授乳室を整備・管理

する上での配慮や課題を整理する。 

(1) 防犯、目的外利用 

・駅舎やＳＡ・ＰＡのように、匿名性が高く誰もが自由に出

入り可能な授乳室では、防犯上の観点から鍵を設置してい

るケースがあり、これが利用者の安心につながっている。 

・着替えや飲食を含む休憩場所としての利用等、施設管理者

が想定していなかった利用方法に対する指摘が挙げられ

た。授乳室の利用方法をわかりやすく明示することが求め

られる。 

(2) 衛生への配慮 

・多くの施設では衛生への配慮を重視している。定期的な巡

回による清掃を実施する中で、特におむつ替え台や臭いを

発生するおむつごみの処理、お湯に対して衛生が保たれる

ような配慮が求められる。 

(3) 男性利用者への配慮 

・授乳室の規模が小さい場合は、男性の入室を前提に授乳室

がつくられていないケースがある。父親が一人で乳幼児を

連れて外出する場合もあるため、男性が授乳できる授乳室

の整備が求められる。 

・男性が利用しやすいように入り口に配置図を表示して内部

の様子がわかるようにすることが必要である。 

(4) 授乳室の充実要望への対応 

・授乳室が狭い、個室が少ない、といった設備の充実に対す

る利用者からの要望が寄せられているが、拡充できるスペ

ースがない、予算がないので対応が困難といった回答があ

る。 

・人目の届かないデッドスペースを活用する場合、人による

巡回を充実させる必要がある。また、建物改修の機会をう

まく活用し、スペースを創出する等が考えられる。 

 

 

 

 乳幼児連れの移動や施設利用時のニーズに関しては、既往

論文等においてヒアリング調査やインターネットアンケート

調査の成果が報告されており、乳幼児連れの指摘事項や要望

に関する傾向の把握がなされている。 

 本調査では、特に乳幼児の月齢に応じた身体的な特徴に対

応して必要となるケア等と移動や施設利用に関するニーズ

（機能）との関係について明らかにすることを目的としてヒ

アリング調査を実施した。 

 ヒアリングの対象者は、子育て支援センター等に乳幼児連

れで来ている母親31名であり、2009年11月～2010年1

月にかけて実施した。なお、対象地域は、都心部（世田谷

区）、地方部（高松市）、積雪のある寒冷地（青森市）の３地

域である。 

3 � 授乳室の整備・管理に対する課題 

乳幼児連れの移動や 
施設利用時のニーズの把握 
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1 � 充実した民間商業施設の授乳室(ラゾーナ川崎プラザ)

 ヒアリング項目は、表－４に示すように対象者の外出状況

に関する設問と、あらかじめ乳幼児の月齢に応じた身体的な

特徴と必要とされるニーズを整理した記入シートを用意し、

どの時期に何が必要とされている機能なのかについてヒアリ

ングを行った。 

表-4 ヒアリング項目 
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ヒアリング調査の結果、月齢に応じた身体的な特性に対応

して、必要とされるニーズが変化していることが明らかとな

った。 

ヒアリング調査の結果、月齢に応じた身体的な特性に対応

して、必要とされるニーズが変化していることが明らかとな

った。 

具体的には、食事、授乳に関するニーズでは、乳幼児の間

は授乳やミルクのニーズが高く、子どもが大きくなると離乳

食や食事に対するニーズが高まる。（図－１） 

 排泄に関するニーズでは、ベビーカーごと入れるトイレに

対するニーズが高い。授乳に関するニーズは月齢が増えるの

に従って急激に低くなるのに比べ、おむつ替えに関するニー

ズはトイレが自立するまでの間高い。また、おむつが外れる

のに従い、子どもサイズのトイレ等へのニーズが高くなる。

（図－２） 

 その他、自由回答では、トイレがあっても汚いトイレは使いた

くないといった「施設の清潔さ」等のニーズが挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体の整備事例として、大規模な民間商業施設と日常生活

圏内にある施設に設置された授乳室について紹介する。 

 ラゾーナ川崎プラザは、2006年9月にJR川崎駅前の大規

模工場跡地に建設された施設面積17万㎡の大規模ショッピ

ングセンターである。客層の中心は20～30代の独身または

家族連れであるが、アクセスの良さから高齢者等も多い。 

 

授乳室の具体整備事例

2 ヒアリング調査の結果分析 

図-２ 乳幼児連れの月齢と設備等ニーズの関係（おむつ替え・トイレ）

図-１ 乳幼児連れの月齢と設備等のニーズの関係（授乳・食事）
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 オープン当初、授乳等が可能なベビー休憩室は1Fに設置さ

れていた。しかし、施設規模に対して1Fのベビー休憩室だけ

では授乳室の広さや授乳スペースの数が十分でないとの利用

者からの意見を反映し、2009年11月、2Fに新たなベビー休

憩室が設置された（従前は身障者トイレを含む男女トイレ）。 

 この２Ｆのベビー休憩室は、個室の他、複数人が同時に授

乳できる共同の授乳スペースを確保する等、利用者の多様な

ニーズに対応した計画となっている。また、親子トイレは従

前の身障者トイレのスペースを改修したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カメリアプラザは、JR亀戸駅に隣接する建物であり、ホー

ルや会議室、研修室が入っている文化施設である。授乳室は

5F文化センター事務所前の待合いスペースの一部をパーティ

ションで区切って設置されており、東京都で実施している

「赤ちゃん・ふらっと事業」、江東区で実施している「赤ち

ゃんの駅」の両方に認定されている。 

 一坪程度のスペースにおむつ交換台と授乳用のいすが配置

されており、お湯は要望に応じて事務所の職員が対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出時の乳幼児のケアとして必要不可欠なトイレや授乳室

の整備のポイントについて、以下に考察する。 

なお、トイレと授乳室はどちらも乳幼児連れにとって必要

不可欠な設備であるが、トイレの方が必要とされる期間が長

く、ニーズもおむつからトイレの自立まで変化するのに比

べ、授乳室は月齢が小さい時にニーズが高く、授乳室の有無

が外出に慣れていない乳幼児連れの外出にとって大きく影響

するという違いがある。 

 

2 公的な場所に後付で整備された授乳室(カメリアプラザ) 

授乳室内部
パーティションで
仕切られた授乳室

赤ちゃん・ふらっと(右)
と赤ちゃんの駅(左)の表示
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２Ｆに新設されたベビー休憩室内の設備等 

オープン当初設置
されたベビー休憩室（１Ｆ） ラゾーナ川崎プラザ 

カメリアプラザ外観 

トイレ及び授乳室の 
整備のポイント 
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1  トイレ整備のポイント 

(1) ベビーカーごと入れるトイレへのニーズは高い。バリア

フリー新法により設置が進む「多機能型の便房」があれば、

ベビーカーに子どもを乗せたままトイレに入れるとともに、

複数の子どもを連れている場合にも対応が可能である。ま

た、十分な広さがある便房内におむつ替えの機能や乳幼児用

いす等を設置することで、使い勝手は格段に向上すると言え

る。但し、多くの機能を備えることが車いす使用者にとって

バリアにならないか十分な検証が必要である。 

(2) 乳幼児連れが多機能型の便房を利用することで車いす使

用者が使えないという課題が顕在化し始めている。そのた

め、多機能型の便房ほど広くなくても、一般の便房より奥行

きを長くとったユニバーサルな簡易型便房を整備していくこ

とが、数を確保する上で重要と考えられる。このような「少

し広めの便房」を複数整備すれば、車いす使用者で自力で便

座への移乗が可能な方、ベビーカーごと入りたい乳幼児連れ

等、使う人のニーズに応じて選択できる便房が用意されるこ

とになると考える。 

(3) バリアフリー新法によって義務づけられた「オストメイ

ト設備」は、オストメイトの方だけでなく、排泄物で汚れた

子どものお尻を洗うことにも活用することができる。このよ

うな機能の兼用がなされることも「ユニバーサルなトイレ」

に必要なことである。 

(4) トイレが壊れない・清掃しやすいことも重要であり、特

に公共性が高い場所では機能をシンプルにし、メンテナンス

しやすくしておくこともユニバーサルなトイレの機能として

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「授乳室」という言葉自体が法律等で使用されていないた

め、明確な定義がない。そのため、授乳室の他に、ベビー休 

憩室、赤ちゃん休憩室、ベビールーム等、様々な名称が使わ

れている。また、授乳室は民間の商業施設等で充実する傾向

にあるものの、用意されたスペースに設備を後付けしたよう

なものも散見される。以下に機能（設備、広さ）とニーズ

（利用者の多さ、快適さ）の２面から授乳室の整備のポイン

トについて考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 授乳室整備のポイント 
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図-4 授乳室の概念 
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図-3 乳幼児連れに配慮したトイレ整備イメージ
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(1)最小限の機能としては、図－５に示すように仕切られた

スペースと授乳用のいすが必要である。また、授乳の前後に

おむつ替えを行うニーズが高いことから、おむつ替え台が必

要である。 

 

今回の調査では、待合スペースの中にパーティションで仕

切った授乳室を設置している事例があり、既存施設における

このような取り組みが増えることで、外出負担の軽減に寄与

すると考えられる。 

(2) 最小限機能を備えた授乳室をベースとし、追加すべき基

本機能は、乳幼児連れの外出負担軽減に資するものであり、

給湯設備やシンク等が該当する。機能を代替する工夫とし

て、給湯設備を設置できない場合に、職員が対応する、公共

施設等で使用済みのおむつを捨てるごみ箱の設置が難しい場

合に、持ち帰り用のごみ袋を提供する等も考えられる。 

(3) 追加充実機能は、乳幼児連れの快適な利用に資するもの

（例えば、親子トイレや待合のためのいすなど）である。た

だし、これらの機能を備えるには広い授乳室の確保が前提と

なる。 

 

 

 

 

近年、大規模な民間の商業施設等で広くて設備の充実した

授乳室が設置されている。一方、日常的に外出頻度の高い身

近で小規模な施設では、授乳やおむつ替えに必要なスペース

の確保が進んでいない。狭いスペースでも使い方の工夫や代

替機能等により、授乳やおむつ替えに対応している工夫事例

等を参考に、特に公共的な場所を中心として授乳室の整備を

進めていくことが求められる。 

今回、乳幼児連れの外出負荷軽減に資する授乳室等の整備

のポイントとして、最小限の機能を有した授乳室と機能付加

の考え方等を提案したが、最小限で良いということではな

く、施設の規模に応じて求められる設備やその数量、詳細な

配置等について、利用者の使い勝手の検証等を通じ、より精

度を高めていく必要がある。 

授乳室の設置をバリアフリー新法に義務付けるのは一足飛

びには難しいとしても、授乳室をガイドラインの中の1つの

項目として位置づけ、解説することで、公共的な施設での設

置が促され、授乳室の質、量ともに充実が図られることが期

待される。 

 最後に、本調査の整備のポイントや先進事例を含む報告書

は、以下の国土交通省ＨＰに掲載されているので、興味のあ

る方は、是非、ご参照いただければ幸いである。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_fr_

000006.html 
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図-5 最小限の機能を設けた授乳室の例 


